
大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例について 

 

 

３，０００平方メートル以上の面積の区域に、土砂等のたい積行為に供する区域以外の

場所から採取された土砂等を使用して土砂等のたい積を行う場合は、事前に市長の許可を

受けなければなりません。 

 また、許可後も特定事業の完了まで様々な届出等を行う必要があります。 

 

１． 許可が必要になる場合 

土砂等のたい積行為に供する区域以外の場所から採取された土砂等を使用し、たい

積行為を行う事業で区域の面積が３，０００平方メートル以上（特定事業）となる

場合 

※たい積行為には、宅地造成や建設残土の仮置き等も含みます。 

※以下に掲げる事業等、条例の適用が除外される事業もあります。 

・国、地方公共団体等の公共的団体が行う事業 

・採石法及び砂利採取法の規定により認可された採取計画に基づき、採取された土 

砂等を一時的にたい積し、又は採取跡に埋め戻す事業 

・非常災害のために必要な応急措置として行う事業 

・通常の管理行為として行う事業等 

 

２． 申請手数料 

手数料の名称 １件あたりの金額 

特定事業許可申請手数料 ６５，０００円 

特定事業変更許可申請手数料 ３３，０００円 

特定事業譲受許可申請手数料 ３３，０００円 

 

３． 許可後に行う届出・報告 

次ページの特定事業のフロー図を参照してください。 

 

４． 提出部数 

２部（うち１部は申請者の控えです。） 

 

５． 提出先 

環境対策課 水質担当班 

  
問い合わせ先 

〒８７０－８５０４ 

 大分市荷揚町２番３１号 

 大分市環境部環境対策課 水質・土壌担当班 

 電話：０９７－５３７－５７５３ 



 

 

特定事業事前許可申請書 

 

事前許可申請結果通知 

 

特定事業許可申請書 

 

許可 

 

特定事業の開始時 

・着手した日から１０日以内に特定事業の着手の届出 

・現場事務所（車で３０分以内の場所）で市長に提出した書類の写し及び土砂等管理 

台帳の閲覧 

・標識の掲示 

 

土砂等の搬入の届出（５，０００㎥以内ごと、場所ごと） 

・土砂等搬入届出書 

・土砂等採取元証明書 

・安全基準適合証明書（検査試料採取調書及び計量証明書） 

 

定期報告 

・土砂等管理台帳の作成（毎月１０日までに整理、毎月１５日までに提出） 

・水質検査（６月ごとに検査し報告、一時たい積は３月ごと） 

 

特定事業の完了 

・完了届提出後、市長が指定する日に職員の立会いの下に試料採取し、水質検査及び 

土壌検査を行い報告 

 

結果通知 

 

その他 

・変更の許可の申請 

・軽微な変更の届出 

・特定事業の廃止・休止の届出 

・承継の届出 

・譲受の許可の申請 

 

特定事業のフロー図 


